
商工会、商工会議所、
県中央会 県中小企業
支援センターなど

異分野の
中小企業者が

２者以上
で連携を構築

設備投資・

生産･販売･需要開拓
研究開発・

展示会出展等事業計画作成

専門家によるきめ細かな支援を実施

（事業計画のブラッシュアップ支援や販路開拓支援策）

新連携事業認定及び支援のスキーム

複数の異分野の中小企業者が、それぞれの「強み」を持ち寄り、一つのグループとして、新しいビジネス(新商品、
新サービス)で新市場を開拓する取り組み

補助金による経費の
一部補助

中小企業基盤整備機構九州本部

主務大臣
が認定

信用保証の特例
優遇金利融資
特許料の減免措置 等

中小企業支援機関

新事業分野

開拓

中小企業等経営強化法に基づく支援のスキーム
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